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（組織）

第1条医道審議会（以下「審溌会」という。 ）は、委員30人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審畿させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ

る。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

（委員等の任命）
○

第二条委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

一社団法人日本医師会の長

二社団法人日本歯科医師会の長

三学織経験のある者

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

（委員の任期等）

第3条前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、 2年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は､その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは､解任○
されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され

るものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（会長）

第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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（分科会）

第5条審議会に、次の表の上覧に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会

の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

○

○

..', .．

名 称 ． 所 掌 事， 務 ・

医道分科会 医師法（昭和23年法律第2百1号）第7条第4項及び第2

4条の2第2項、歯科医師法（昭和23年法律第202号）

第7条第4項及び第23条の2第2項並びに医療法（昭和2

3年法律第205号）の規定により審議会の権限に属させら

れた事項を処理すること。

医師分科会 医師法第10条第2項及び第16条の2第3項並びに精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第12

3号）の規定により審議会の楕限に属させられた事項を処理

すること。

歯科医師分科会

■
■

歯科医師法第10条第2項及び第16条の2第3項の規定に

より審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

保健師助産師看護師分科会
、

保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）及び着

護師等の人材確保の促進に関する法律（平成4年法律第86

号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理す

ること。

理学療法士作業療法士分科会 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の

規定により審議会の権限に属させられた事項を処理するこ

と 。

あん摩マッサージ指圧師、はり

師、きゅう師及び柔道整復師分

科会

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

(昭和22年法律第217号）及び柔道整復師法（昭和45

年法律第19号）の規定により審議会の権限に属させられた

事項を処理すること。

薬剤師分科会 薬剤師法（昭和35年法律第百46号）の規定により審議会

の権限に属せられた事項を処理すること。

死体解剖蜜格審査分科会 死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）の規定により

審議会の権限に属させられた事項を処理すること。



で

←

2前項の表の上覧に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある

者（医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第2条第1項各号に掲げる者）のう

ちから、厚生労働大臣が指名する。

3分科会に分科会長を腫き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができ

る。
○

（部会）

第六条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すぺき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、

分科会長）が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらか

じめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。 ）は、その

定めるところにより、部会の織決をもって審議会の議決とすることができる。

（識事）

第7条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会譲を開き、

議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

（資料の提出等の要求）

第8条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し､資料の提出､意見の表明､説明その他必要な協力を求めることができる。

○
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（庶務）

第9条審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯

科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会

に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働

省医薬食品局総務課において処理する。

（雑則）

第10条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。

屑付貝U

この政令は､内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日 （平成13
○

年'月6日）から施行する。

酷

○

〃
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〔免許の絶対的欠格事由〕

第3条未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

〔免許の相対的欠格事由〕

第4条次の各号のいずれかに該当する者にはく免許を与えないことがある。

一心身の障害により医師の業務を適正に行う.ことができない者として厚生労働省令で定める

もの

二麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三罰金以上の刑に処せられた者
○四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

〔登録、免許証の交付及び届出〕

第6条免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによって行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。

3医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所（医業

に従事する者については、更にその場所）その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年

1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。

〔免許の取消、業務停止及び再免許〕

第7条医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2医師が第4条各号のいずれかに該当し､又は医師としての品位を損するような行為のあった＜）
ときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一戒告

二3年以内の医業の停止

三免許の取消し

3前2項の規定による取消処分を受けた者（第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師

としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあ

っては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。 ）であっても、その者がその

取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与

えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合に

おいては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

4厚生労働大臣は、前3項に規定する処分をなすに当たっては、あらかじめ、医道審議会の意

見を聴かなければならない。
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5厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都

道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うこ・とを求め､ ･当該意見の聴取

をもって、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

6行政手続法（平成5年法律第88号）第3章第2節（第25条、第26条及び第28条を除

く。 ）の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。

この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行

政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項（同法第22条第3項において準用する場

合を含む。 ）中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、 「当該行政庁が」 とあるのは

「当該都道府県知事が」と、 「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16

条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法

第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事

が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中『行政庁」 とあるのは「都道

○熟縛鴛鰯鷲麓＝3項及び第2ｱ条第1項中『行政庁｣ 上あるのは『都
7厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴

取を行う上で必要となる書類を求められた場合には､速やかにそれらを当該都道府県知事あて
送付しなければならない。

8都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み

替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報

告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記

載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければな

らない。

9厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、

都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再

○雪蕊崖鰯富二琴がで善る｡行政手続法第22条第2項本文及び第卿規定は､‐
10厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並び

に調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

11厚生労働大臣は、第2項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知

事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもって、

厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

12前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき

日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。

一第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

‘ 二当該処分の原因となる事実

三弁明の聴取の日時及び場所

13厚生労働大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に

‐
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代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

この場合においては、前項中.｢前項」とあるのは「次項」と、 「都道府県知事」とあるのは

「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

14第12項（前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）の通知を受けた者は、

代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

15都道府県知事又は医道審議会の委員は、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取

を行ったときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を

記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

16厚生労働大臣は、第5項又は第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴

取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなけれ

ばならない。

一当該処分に係る者の氏名及び住所

二当該処分の内容及び根拠となる条項
○三当該処分の原因となる事実

17第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政

手続法第15条第1項の通知又は第11項の規定により弁明の聴取を行う場合における第12

項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

18第5項若しくは第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う
場合又は第13項前段の規定により医道審畿会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処

分については、行政手続法第3章（第12条及び第14条を除く。 ）の規定は、適用しない。

〔再教育研修〕

第7条の2厚生労働大臣は、前条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた医師又は

同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師

として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下｢再教育○
研修」という。 ）を受けるよう命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再

教育研修を修了した旨を医籍に登録する。

3厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

4第2項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けよ

うとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5前条第11項から第18項まで（第13項を除く。 ）の規定は、第1項の規定による命令を

しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。

〔処分に関する調査等〕

第7条の3厚生労働大臣は、医師について第7条第2項の規定による処分をすべきか否かを調

査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報
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告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして

当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることが
できる。

2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
い。

〔医療等に関する指示〕

第24条の2厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危

害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必

要な指示をすることができる。

2．厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当っては、あらかじめ、医道審議会の意見
○ を聴かなければならない。

&

○
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〔免許の絶対的欠格事由〕

第3条未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。■

〔免許の相対的欠格事由〕

第4条次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定

めるもの

二麻薬、大麻又はあへんの中毒者 ・

三罰金以上の刑に処せられた者

四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
○

〔登録、免許証の交付及び届出〕

第6条免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによっ

て行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。

3歯科医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所

（歯科医業に従事する者については、更にその場所）その他厚生労働省令で定ぬる事項を、当

該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出な

ければならない。

〃

〔免許の取消､業務停止及び再免許〕

第7条歯科医師が､第3条に該当するときは､厚生労働大臣は､その免許を取り消す。 r)
2歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為～"・

のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一戒告

二3年以内の歯科医業の停止

三免許の取消し

3前2項の規定による取消処分を受けた者（第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科

医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者

にあっては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。 ）であっても、その者が

その取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許

を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場

合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

4厚生労働大臣は、前3項に規定する処分をなすに当たっては、あらかじめ医道審議会の意見

を聴かなければならない。
句
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5厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都

道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取

をもって、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

6行政手続法（平成5年法律第88号）第3章第2節（第25条、第26条及び第28条を除

く。 ）の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。

この場合において、同節中「聴聞」 とあるのは「意見の聴取」 と、同法第15条第1項中「行

政庁」とあるのは「都道府県知事」 と、同条第3項（同法第22条第3項において準用する場

合を含む。 ）中「行政庁は」 とあるのは「都道府県知事は」と、 「当該行政庁が」とあるのは

「当該都道府県知事が」 と、 「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16

条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法

第’9条第'項中｢行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは｢都道府県知事

が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」 とあるのは「都道

○鴎二報鴛蕊蓄讓篝亭圏項及び第27条第'項中｢行政庁｣上あるのは｢都
7厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴

取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて

送付しなければならない。

8都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み

替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報

告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記

載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければな

らない。

9厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、

都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再

○舅臺害憲鰹駕琴ができる｡行政手続法第22条第2項本文及び第卿規定は､二
10厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並び

に調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

11厚生労働大臣は、第2項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府

県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をも

って、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

12前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき

日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。

一第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

二当該処分の原因となる事実

三弁明の聴取の日時及び場所

13厚生労働大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に

－10－
』

一



《

僻

代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、 「都道府県知事」とあるのは

「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

14第12項（前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）の通知を受けた者は、

代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

15都道府県知事又は医道審議会の委員は、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取

を行ったときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を

記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

16厚生労働大臣は、第5項又は第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴

取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなけれ

ばならない。

一．当該処分に係る者の氏名及び住所

二当該処分の内容及び根拠となる条項

○三当該処分の原因となる事実

17第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政

手続法第15条第1項の通知又は第11項の規定により弁明の聴取を行う場合における第12

項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

18第5項若しくは第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う

場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処

分については、行政手続法第3章（第12条及び第14条を除く。 ）の規定は、適用しない。

〔再教育研修〕

第7条の2厚生労働大臣は、前条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた歯科医師

又は同条第3項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持

又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの○
（以下「再教育研修」 という。 ）を受けるよう命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再

教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。

3厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する｡、

4第2項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けよ

うとする者は、実養を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5前条第11項から第18項まで（第13項を除く。 ）の規定は、第1項の規定による命令を

しようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。

〔処分に関する調査等〕

第7条の3厚生労働大臣は、歯科医師について第7条第2項の規定による処分をすべきか否か
を調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しく
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医師及び歯科医師の処分件数（昭和46年度～平成30年9月）

⑤

(注） （ ）書きは､医師及び歯科医師の2評免許取得者の再掲である・
ー

○
●

今｡

区 分

医 師

免許取消 業務停止 戒告 小 計

歯科医師

免許取消 業務停止 戒告 小 計

計

免許取消 業務停止 戒告 合 計

医師法違反

歯科医師法違反

その他の身分法違反

薬事法違反

麻薬取締法違反

覚せい剤取締法違反

大麻取締法違反

殺人及び傷害

危険運転致死傷

業務上過失致死(傷害)／車両

〃 ／医療

狼 せ つ

贈 収 賄

詐 欺 ・ 窃 盗

文 書 偽 造

所得税法等違反

診療報酬の不正請求
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●

｡

は報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員を

して当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させるこ
とができる。

2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
い｡ノ

〔歯科医療等に関する指示〕

第23条の2厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危

害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導

に関し必要な指示をすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当っては、あらかじめ医道審議会の意見を
○ 聴かなければならない。

夕

0

○
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